
 

藤沢市妊産婦健康診査助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、藤沢市妊産婦健康診査実施要綱（以下「実施要綱」とい

う。）第４条第６号に定める以外の方法で妊産婦健康診査を受診した者等に

対し、その受診費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 （対象者） 

第２条 この要綱により妊産婦健康診査費用の助成金を受けることができる者

は、実施要綱第２条に規定する実施機関で妊産婦健康診査を受診した、実施

要綱第３条に該当する者のうち、次の各号に定める者とする。 

（１）藤沢市妊産婦健康診査費用補助券（以下「補助券」という。）若しくは

妊婦健康診査費用追加補助券（以下「追加補助券」という。また「補助

券」と「追加補助券」を合わせて「補助券等」という。）又はその両方を

使用できなかった者。 

（２）令和８年３月３１日までに妊娠届出書を提出した者又は転入した者で、

市から補助券等を交付された者（以下「旧補助券対象者」という。）のう

ち、令和８年４月１日以降に補助券等を使用し受診した妊婦健康診査で自

己負担額が発生した者。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると市長が認めた者について

は、この要綱により妊産婦健康診査費用の助成金を受けることができるもの

とする。 

 

 （助成金の額） 

第３条 助成金の限度額は、次の各号に定める額とする。 

（１）補助券分の助成を申請する場合、妊産婦健康診査に要した費用のうち、

補助券に記載の金額。 

（２）補助券と併せて、追加補助券分の助成を申請する場合、対象となる妊婦

健康診査に要した費用から千円未満の額を切り捨てた金額について、補助

券と追加補助券に記載の金額を合算した金額。 

（３）補助券を使用して受診した妊婦健康診査で、追加補助券分の助成を申請

する場合、対象となる妊婦健康診査に要した費用のうち、自身の負担で支

払った費用から千円未満の額を切り捨てた金額について、追加補助券に記

載の金額。 

（４）旧補助券対象者が、自身が交付された補助券等と令和８年４月１日以降

に実施要綱第３条に該当する者に交付される補助券との差額分の助成を申

請する場合、令和８年４月１日以降に受診した妊婦健康診査に要した費用

から、対応する補助券等に記載された額を差し引いた自己負担額の合計額

のうち、１５，０００円までの額。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする回の妊産婦健康診査に要



 

した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けている場合は、対

象とならない。 

 

 （助成金の申請及び請求） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、藤沢市妊産婦健康診査助成金交

付申請書兼請求書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、出産日、流

産・死産を医療機関で確認した日又は医療機関において人工妊娠中絶を行っ

た日のいずれかの日から１年以内に、市長に提出するものとする。 

（１）妊産婦健康診査の受診費用（保険適用外のものに限る。）を支払ったこ

とを証する書類の写し 

（２）助成申請する回数分の未使用の補助券の写し又は原本 

（３）補助券に加算する未使用の追加補助券の写し又は原本 

（４）母子健康手帳の写し 

（５）その他、市長が必要と認める書類 

２ 第２条第２号で定める者が助成金の申請を行う場合、前条第４号に係る申

請については、前項第２号及び第３号の書類を省略することができる。 

 

 （交付決定等の通知） 

第５条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査

し、その結果、助成金の交付を決定する場合は、藤沢市妊産婦健康診査助成

金交付決定通知書（第２号様式）により申請した者に通知し、決定しない場

合は、藤沢市妊産婦健康診査助成金不交付決定通知書（第３号様式）により

申請した者に通知するものとする。 

 ２ 市長は、前項の規定による審査に際し必要があると認めるときは、医療機

関等に対し申請内容について確認することができる。 

 

 （助成金の交付） 

第６条 市長は、前条の規定による交付決定をした場合は、交付決定日から起

算して３０日以内に、申請した者から指定された金融機関の口座に振り込む

ことにより助成金を交付する。 

 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者がある

ときは、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができ

る。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成２１年１０月２１日から施行する。 



 

２ この要綱の規定による助成は、平成２１年４月１日以降の受診について

適用する。 

（検討） 

３ 市長は、令和１０年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討

を加え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に使用している帳票類は、残存するものに限り

使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に使用している帳票類は、残存するものに限り使

用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に使用している帳票類は、残存するものに限り使

用することができる。この場合における助成金の請求は、なお従前の例に

よる。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に使用している帳票類は、残存するものに限り使

用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

２ この要綱の施行の際、現に使用している帳票類は、残存するものに限り使

用することができる。 


